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メンタルヘルス不調者増加への対応

◆約６割の企業で「メンタル不調者が増加」

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、

従業員 300 名以上の企業・団体の経営者・人事

部長を対象とした「安心して働ける環境を創るた

めの人材戦略に関するアンケート」の結果を発表

しました。この中で、「メンタル不調者が増加して

いる」との回答は 58.7％に上りました。また、「メン

タルヘルス対策の効果は不十分である」との回

答は 61.2％、「今後メンタルヘルス対策を見直す

必要がある」との回答は 74.4％でした。

◆労災請求件数も増加

６月には厚生労働省から「脳・心臓疾患及び

精神障害等に係る労災補償状況」が発表されて

いますが、2009年度における精神障害等事案の

労災補償状況については、請求件数 1,136 件

（前年度比 22.5％増）、支給決定件数 234件（同

13.0％減）となっています。

業種別では、請求件数については「医療，福

祉」に分類される「社会保険・社会福祉・介護事

業」が最も多く、支給決定件数については「建設

業」に分類される「総合工事業」が最も多くありま

した。年齢別では、請求件数、支給決定件数とも

に「30～39 歳」が最も多くなっています。

◆メンタル不調者増加の要因は？

東京都産業労働局が発表した「中小規模事

業所におけるメンタルヘルス対策に関する実態

調査」（調査対象は従業員10人以上300人未満

の事業所）によれば、事業所が考えるメンタル不

調理由は、以下の通りとなっています。

（１）職場の人間関係（46.2％）

（２）職場外の個人的な問題（39.1％）

（３）仕事への不適応（39.1％）

（４）仕事の質の高さ（20.3％）

（５）仕事の量の多さ（19.3％）

（６）長時間労働（12.2％）

◆職場としてメンタル不調者をどう考えるか

企業によって事情は様々でしょうが、上記の結

果からもわかる通り、メンタルヘルス不調者を出さ

ないために、企業には、「職場の人間関係をいか

に良好にするか」「従業員それぞれに対していか

に上手に仕事を割り振るか」「長時間労働をいか

になくすか」などの配慮・努力が求められると言え

ます。

労使トラブル増加で「労働審判」申立件数

が過去最高に

◆申立件数が過去最高に

最高裁判所が 2009 年における労働審判の申

立件数を公表し、3,468 件で過去最高となったこ

とがわかりました。労働審判制度は2006年４月に

スタートしましたが、４年で約４倍の伸びとなって

います。内容別の内訳では、「解雇等の地位確

認」に関する申立てが 1,701 件、「賃金・手当」に

関する申立てが 1,059 件、「退職金」に関する申

立てが 205 件などとなっています。

◆背景に労使トラブルの増加

申立ての多くは労働者や退職者からのもので
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すが、その背景には、不況下における雇用調整

の実施、賃金の引下げなどに伴う労使トラブルの

増加が挙げられます。

上場企業のうち、2008 年秋以降に何らかの

「雇用調整」を実施した企業は何と 76.7％にのぼ

るという調査結果も出ています（労働政策研究・

研修機構の発表）。雇用調整の具体的内容につ

いては、「新規採用の抑制」（53.2％）、「契約社

員・パート労働者らの契約不更新」（52.0％）、

「不採算部門の縮小、事務所の閉鎖」（45.6％）

となっています。

◆労働審判制度の特徴

労働審判制度は、使用者と個々の労働者間

の権利義務に関する紛争（個別労働関係紛争）

について調停または審判を行う手続きで、裁判

官１名と審判員２名からなる労働審判委員会が、

３回以内の期日で審理を行います。

労使双方が合意すれば「裁判上の和解」と同

様の効力が生じ、異議申立てがなされれば民事

訴訟の手続きへと移行します。

そして、「民事訴訟」や「あっせん」と比較した

場合、労働審判には労働者にとって時間的・費

用的なメリットが多いと言えます。

◆日頃の労務管理が大事

労使トラブルの増加傾向が続けば、今後も労

働審判の申立件数は増えていくものと思われま

す。企業側としては、トラブルが発生しないように、

また、トラブルが労働審判に持ち込まれないよう

に、常日頃からしっかりとした労務管理を行って

おくことが必要なのは言うまでもないことです。

企業に求められる「受動喫煙防止」

の取組み

◆労衛法の改正を視野に

厚生労働省は、労働安全衛生法を改正して、

職場における受動喫煙対策を義務付ける方針を

明らかにしました。法律を改正してまで受動喫煙

対策に取り組もうとする強い意欲が伺えますが、

改正法が成立すれば、飲食店や商業施設等に

は大きな影響を与えることになりそうです。

◆健康増進法に基づく「努力義務」

現在、健康増進法では、役所・病院・商業施

設など多くの利用者が集まる施設の管理者に対

しては、受動喫煙を防止する「努力義務」を課し

ています。健康増進法は、国民の健康の増進の

重要性が増し、健康づくりや疾病予防を積極的

に推進するための環境整備が要請される中、厚

生労働省が開始した「健康日本 21」プロジェクト

を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさら

に積極的に推進するため、医療制度改革の一

環として 2002 年に可決・成立した法律です。

厚生労働省は、この法律の規定に基づき、飲

食店などを全面的に禁煙とするように、今年の２

月に通知を出しました。

◆従業員の受動喫煙防止

そして、現在、労働安全衛生法改正について

の議論が進められています。主な内容としては、

事務所・工場等は原則として禁煙とすること、喫

煙室の設置は認めること、飲食店・商業施設等

で接客を行う従業員の受動喫煙を防止するため

に、室内のたばこの煙に含まれる有害物質の空

気中濃度を一定基準以下に抑えるように義務付

けることなどです。

◆企業には大きな影響と負担

この濃度規制が導入された場合、全面禁煙と

するか、喫煙室を設けるか、強力な換気施設を

設けるか等の選択を迫られることになります。改

正案は、来年の通常国会に提出される模様です

が、多くの企業に影響を与え、負担を強いること

になるため、今後の動向が気になるところです。

当事務所よりひとこと

8 月より新事務所にて業務を開始しました。

環境が変わると気持ちも変わりますね。初心

に返り、皆様のお役に立てるよう精進してい

きます。今後ともよろしくお願いいたします。

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


